
基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

　結婚に関する考え方や価値観、ライフスタイルの多様化など、主体的にさまざま
な生き方を選ぶ人が増えている昨今、「男は仕事」「女は家庭」といった固定的な
役割意識や、子どもが生まれても女性が仕事を続けることに対する男性の意識も少　
しずつ変わってきており、女性も男性も、ともに仕事と生活の調和（ワークライフ
バランス※）を重要視する意識が高まっています。

　伊達市は農業や水産業、林業(大滝区)などの第１次産業を基幹として多彩な産業
が展開されており、女性を中心としたイベントや商品開発・販売企画など、様々な
取組がなされています。また、これらの産業に従事する就業者数の比率が比較的多
くなっているとともに、医療・福祉関連の事業所に従事する女性が多いこともあい
まって、「平成１8年事業所・企業統計調査」を見ると、市内事業所に勤める女性
と男性の従業者数がほぼ同数となっているという地域性がありますが、この数字だ
けをもって「はたらく」ことに関して男女共同参画が進んでいるとは言えません。

　子どもが生まれても女性が仕事を続けられるような保育サービスなどの環境整備
に加え、「男女雇用機会均等法※」や「育児・介護休業法※」などの関係法令の周
知や啓発、起業の支援など、継続した取組が必要です。

ワークライフバランス

「仕事と生活の調和」。

　一人ひとりが、やりがいや充実感を持ちながら仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても多様な生き方を選択・実現できること。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。

（昭和47年法律第113号）

　性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由とした女性への不利益な取扱いの禁止、

職場において行われる性的な言動（セクシュアルハラスメント）対策の措置の義務などが

規定されています。

育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。

 (平成３年法律第７６号)

　育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、

育児休業、介護休業、子の看護休暇、不利益取扱いの禁止などについて規定されています。

第２次伊達市男女共同参画基本計画（平成24～令和３年度）の体系
基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

①労働関係法令などの周知・啓発
②調査研究
③経済関係団体との交流促進
④農業における家族経営協定の締結促進
①就業に関する情報の提供
②起業に向けた情報の提供及び支援

　施策分野６
　「就労・雇用」

１　雇用の場における
　　男女共同の環境づく
　　り

用語解説

用語解説

用語解説

２　就業・起業への支援

基本目標３　はたらく・・いきいきと働く環境づくり
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

１　雇用の場における男女共同の環境づくり

■「労働ガイドブック」をご活用ください
「労働ガイドブック」は、労働に関する基礎知識（法令・制
度等）をまとめたもので毎年北海道が作成しています。
「職場での男女平等」や「育児・介護休業制度」などに
関すること、相談機関など、労働（はたらく）ことに関する
さまざまな情報が掲載されています。
　今働いている皆さん、これから働こうと思っている皆さん
はもちろん、事業主の皆さんも参考としてぜひご活用くださ
い。

■２年に１度「労働実態調査」を実施します！
　市内の事業所における従業員の雇用実態などを把握するた
め、賃金をはじめとする諸労働条件を調査し、市内事業所の
労働条件の改善等を図るための基礎資料とすることを目的と
し、２年に一度実施しています。
　市内の事業所にアンケート用紙を配布するとともに、労働
に関する各種制度の紹介リーフレットなどを同封し、関係法
令などの周知・啓発を図っています。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3209
◎ ：0142-23-1084
◎ ：syoukou@city.date.hokkaido.jp 

■家族内で農業経営のルール作り
◆家族経営協定

　伊達市は、第一次産業、特に農業を基幹産業としています。
　農業経営体の大半が家族単位で農業を営む家族経営であることから、昨今の
農業後継者不足は深刻な問題です。
　「家族経営協定」は家族内で農業経営と生活のルール作りを行うもので、各
世帯員の役割や労働時間、報酬などの就業条件を明確化します。このことによ
って、農業経営を経営主だけではなく、配偶者や後継者にとっても魅力的でや
り甲斐があり、各世帯員が主体的に経営に参画できる環境づくりに繋げること
ができます。
　当農業委員会では「家族経営協定」の普及推進を図っており、次のとおり締
結の実績があります。

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3368
◎ ：0142-23-1084
◎ ：nogyo@city.date.hokkaido.jp 

◆伊達市　農業委員会事務局

◎ ◎

ＦＡＸ

Eメール

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

住 所
電 話

　家族経営協定締結件数

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◎ ◎

1件 1件 1件 1件

◆伊達市　商工観光課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

E メ ー ル
◎ ◎

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

①
労
働
関
係
法
令
な
ど
の
周
知
・
啓
発

③
経
済
関
係
団
体
と
の
交
流
促
進

取組掲示板

◆明るく働ける環境づくり◆
◎ ◎

3件 1件 4件 12件
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

２　就業・起業への支援

■仕事に就きたいとき、人を雇いたいとき～公共職業安定所～
　公共職業安定所（ハローワーク）では、雇用保険の手続き、求人・求職の
申込み、雇用関係助成制度に関する相談を行っています。
◆室蘭公共職業安定所 伊達分室

◎住所：伊達市網代町５-４
◎電話：0142-23-2034
◎受付時間：月～金曜日　８：30から17：15（祝日及び年末年始を除く）

■経営のご相談～伊達商工会議所～
　伊達商工会議所では、小規模事業者の経営又は技術の改善発達を図ること
を目的に経営改善普及事業を実施しております。具体的には、北海道知事よ
り資格認定を受けた職員が金融・税務・労働等の相談に無料で支援を行って 
おります。
　身近な相談相手として、お気軽にご利用ください！

【ご相談内容の例】
◆金融のご相談
　事業計画 ・ 資金計画 ・ 収支計画の相談や低利で安心な融資のあっせ
んを行っております。
◆税務のご相談
　個人事業者の帳簿のつけ方から従業員の年末調整・決算・確定申告の
仕方まで一貫した支援を行っています。(青色申告手続きの相談も可能)　  

■お店を出したい皆さん！新たな出店を支援します！～伊達商工会議所～
◆地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金

　市内の出店エリアにおいて新たに出店し、地域の活性化に貢献する
事業者に店舗の改修などの出店に要する経費の一部を助成する制度です。 
　起業などを考えている方はぜひご相談ください！
※事前申請手続きが必要です。改修等をする前に、必ず事前にご相談ください！
◆対象事業

・出店エリアにおいて出店する事業
　 （ただし、スナック、バーなどの飲食業の一部や、パチンコなどの

　娯楽業などを除きます。） 
◆対象経費

・店舗の改修・改築・新築費、広告宣伝費
　店舗の賃借料（開店から1年以内の期間分） 　

・補助率：対象経費の１／２以内
・補助額：上限額160万円
　

◆伊達商工会議所（中小企業相談所）
◎住所：伊達市旭町24　（旧ひまわり保育所）
◎電話：0142-23-2222
◎営業時間：月～金曜日　８：45から17：30（祝日及び年末年始を除く）

◎ ：伊達市鹿島町20-1（伊達市役所第2庁舎）
◎ ：0142-82-3209
◎ ：0142-23-1084
◎ ：syoukou@city.date.hokkaido.jp 

◆伊達市　商工観光課

住 所
電 話
Ｆ Ａ Ｘ

◎
E メ ー ル

◎

②
起
業
に
向
け
た
情
報
の
提
供
及
び
支
援

2件 16件

◎ ◎
♪♪お問合せ・ご相談はこちら♪♪

◎ ◎

1件 0件 4件 6件 3件 0件

27年度 28 29 30 令和元 2 3 合計

◆補助率／補助額

◎

①
就
業
に
関
す
る
情
報
の
提
供

取組掲示板

◆就業・経営・起業◆
◎

　地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金利用件数
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